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令和６年３月１４日 予算決算常任委員会 会議録 
 

○日時      令和6年3月14日（木） 午前9時00分～午前10時23分 

○場所      議場                    

○出席委員     津川俊仁、前田栄治、中山功一、河本文哉、井川敦雄、蓑原美百合 

         尾嶋準一、奥田伸行 秋山修、油本朋也、斉尾智弘、町田貴子 

長谷川昭二、阪本和俊、野田秀樹 

○欠席委員      なし 

○執行部職員等    なし 

○議会事務局    大庭局長、福嶋主幹、長谷川事務補佐員 

 

〈会議に付した案件及び経過と結果〉 

１ 開会  （9：00） 

○津川委員長 

 皆さん、おはようございます。ただいまの出席委員は15人です。定足数に達していま

すので、これより予算決算常任委員会を開きます。 

 本日は、初めに、議員間討議を行い、その後、付託された各議案の採決を行いますの

で、よろしくお願いします。 

 

２ 議員間討議  

○津川委員長 

  そうしますと、これより議員間討議に入ります。昨日、蓑原委員から申出があり、4

名の賛成者がありましたので、これを許可します。議題は、令和6年度風力発電事業会

計予算のうち撤去事業委託料8,800万円です。討議の時間は60分以内で、発言は1人3回

までとなっておりますので、御協力をお願いいたします。 

 それでは、申出をされました蓑原委員から御発言をお願いします。 

 蓑原委員。 

○蓑原委員 

 おはようございます。 

  では、北栄町風力発電事業会計予算明細書のうちの撤去事業委託料8,800万円の件で

ございますが、当初から風車の撤去時期については、ＦＩＴ期間終了後以降の収益が見

込めないことから、ＦＩＴ期間が終了後に行うというふうになっておりました。また、

町長就任時にも、町営による風車の更新は行わないと表明されております。民間事業者

が町民の理解を進めながら取り組むことについては賛成というふうな表明をされており

ますが、今回の提案について、複数の事業者から譲渡の希望があったということであり

ます。この撤去事業委託料を認めるということは、撤去に向かって進むことになります

し、認めないっていうことであれば、存続、譲渡の可能性も含めて了解するということ

になりますし、皆さんとの議員間討議で十分に検討を進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○津川委員長 

 蓑原委員から発言をいただきました。皆さんの御意見を頂戴したいと思いますが、こ

れからは自席での発言をお願いいたします。議員間討議に発言を求めます。 

  河本委員。 

○河本委員 

 この議員間討議に賛成したのは、ちょっとベースになるところを確認したいなと思っ

たんですけども、意見はそれぞれ個人的なものだと思うんですけども、そのベースです
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ね、議論の考え方のベースとして、考えるに当たる情報、判断材料を共有してからのほ

うがいいかなと思うんですけども、撤去の準備としてかかる予算8,800万円というのを

認めるっていうことと、譲渡の成り行きがどうなのかっていうのは、もう別に考えたほ

うがいいのかなと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

○津川委員長 

 そのほかの方の発言を求めます。 

  中山委員。 

○中山委員 

 今回この8,800万円、撤去事業委託料ということですけれども、撤去に係る設計に必

要な費用ということで聞いています。町が撤去するということであれば、これは必要な

ものだと思いますし、町が撤去しないということであれば不必要なのでということが今

回この議論の中心なのかなと私は思っています。町が撤去しないということが進むとす

れば、昨日説明の中で譲渡検討の流れというのがありましたけれども、一番最後の部

分、令和7年3月までに条件が整ってっていう、そこしかないんですね。そのほかは全部

撤去につながるので、ということは撤去に係る準備として、この金額は必要なものだと

思いますので、それがどの段階で執行されるのかっていうことは別のこととして置いて

おいて、年度内どこかで執行されるんですけれども、この金額については予算に計上さ

れていますので、これはそのまま認めたらといいと思います。 

○津川委員長 

 そのほかの方の発言を求めます。ございませんか。 

  長谷川委員。 

○長谷川委員 

 私は、民間に譲渡すれば、その後の安全性といいますか、それについて創設者である

町が最終的に最後まで町民に対しての責任を負えなくなるというふうに思っております

ので、早期に解体、撤去を行うべきと考えております。そういう意味では、むしろこの

撤去のための設計は必要ですし、譲渡の話を待つまでもなく撤去に向かうべきだとい

う、そういうふうに考えております。以上です。 

○津川委員長 

 そのほか。 

  斉尾委員。 

○斉尾委員 

 いろいろ今、御意見が出ております。なかなかまとめにくいところは、この予算を認

めるかどうかっていうことと、あと、撤去を議論の中心にするのか、撤去の可否をこの

議論の中心にするのかっていうところが、何となくぼやけてるような気がして、なかな

か意見を言いにくいなと思っております。この辺をもうちょっと整理していただけたら

なというふうに思います。 

○津川委員長 

 そのほかの皆さんの発言を求めます。 

  阪本委員。 

○阪本委員 

 この風車の撤去についてという議題なんですが、これは昨年末までは1基1億円ぐらい

で撤去できるという話がずっと最近まで来ました。建設当初は5,000万円ぐらいででき

るという話があったんですが、最近では、執行部の説明では1億円以上かかると。非常

にもう近年、この撤去費用の高騰が続いております。これ風車だけでなくして、ほかの

事業でも全てどんどんどんどん建設費等でも高騰しております。これを結局譲渡という

ことで考えていけば、もう執行部の考え方はやっぱりこのままでは赤字が出るから譲渡

したいという思いだと思うんですけども、じゃあ、本当にこれが計画どおり撤去できる
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ということであればいいんですけども、譲渡ということになるとなかなか話がまとまら

ないということがあったりして、これがどんどん年月が過ぎていくということになれ

ば、物すごい撤去費用になるだろうと。でも譲渡を受けた業者が、執行部がその説明で

きないというようなことでは、なかなか議論にならんのじゃないかなという具合に実は

思ってます。公共施設でありますから、やっぱりもうちょっと進め方を住民に知らせる

べきだと。こういった新しい、結局、建設予定地も示されておるわけでありますから、

周辺の自治会の関係住民に対して、こういうことをしますよという、考えてますよとい

うことを教えてからやっぱり取り組むべきです。そうしないと、もし、結局譲渡を受け

た業者が倒産でもされた場合には、これは町にまた返ってきますから、そのときはもう

1億円から2億円ということがネット上では撤去費用が示されておるわけでありますか

ら、恐らく1億5,000万円ぐらいは最低かかるんじゃないか、そうしたらどうするんだろ

うか。やっぱり将来のことも考えて、徐々にこうして順調にいっとる状況が続けばいい

んですけども、もう老朽化した施設でありますから、いつまでも使うことはできんと思

います。したがって、私は撤去をすべきだという具合に思っております。 

○津川委員長 

 ありがとうございます。 

 そのほかございませんか。 

  蓑原委員。 

○蓑原委員 

 すみません、譲渡の件なんですけれども、令和3年度の電気事業経営戦略っていう資

料がありまして、そこの中に老朽化対策の見通しということでちょっと記載がしてあり

まして、令和3年度ですけども、修繕に要する費用が増加傾向にあるということと、今

後も施設の老朽化に伴う大規模修繕のリスクがありますと。令和6年度及び令和7年度に

ついては費用対効果の見込めない大規模修繕は行わず、故障機は運転を停止することと

しというふうな文言があります。2つの事業者が譲渡を希望しているわけですが、こう

いう状況の老朽化した風車を持って、採算性が見込めるとは何か考えにくくて、理解し

づらい状況があります。そこで、この今、譲渡を検討する理由としては、町のほうは撤

去費が1基1億円以上見込まれていて、その撤去費用が経費の圧縮ができるということで

検討をされてるんですけれども、その事業者が譲渡を受けるっていう部分の、こういう

ところで採算性が見込めて譲渡を受けたいというふうな話もまだ分かりませんし、私が

想像するところなんですけれども、そういう状況の中で、譲渡ということで解体を延期

して、その部分、風車の維持管理費が必要になるわけですから、そういう部分では、や

っぱり町にとっては早く予定どおりの撤去終了後に解体に望むということで、この費用

を認めて、撤去の方向に進むほうがいいのかなと私は思います。 

○津川委員長 

 そのほかの皆さんの御意見をお伺いします。 

 前田委員。 

○前田委員 

 まず、この件に関してですけども、私は、この風車が建設される前から議員としての

立場がありました。風車の建設の可決否決をするときに、旧北条町が本当、真っ二つと

いったら変ですけども、2つに分かれて、議員も本当に2つに割れて、大変な議論と時間

と労力をすごく使ったなっていう、今でも覚えております。いろいろあって、最初の風

車を建設するメーカーが途中で替わったりとか、その間に、町長が進めたいことと議会

が考えとることがいろいろ違ったりとかで議論がすごくありまして、私はもうやっぱり

風力発電施設を建てるっていうこと自体を反対しました。議会でも本当、きれいに2つ

に分かれていました。そのときに、絶対うまくいかないなって思ってたのが、やっぱり

ＮＥＤＯの補助金をかなり受けるにしても、25億円ぐらいの建設費は町の持ち出しとい
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うところがありまして、そこで風況調査等の数字とか、いろいろなことを考えてもちょ

っと難しいねっていうところで反対をしたのもありますし、周辺住民さんから、やっぱ

りかなり反対があったっていう。町を二分したといっても、実際建つところの住民の方

からは反対のほうがやっぱり断トツに多かったっていうところもありましたので、反対

もさせていただきました。その後、東日本大震災が発生しまして、その後にやっぱり再

生可能エネルギーの必要性が、核施設の原発もああいうことがありましたので、そうい

うことがあって、ＦＩＴという買取り制度の2倍がありました。実はこの買取り制度の2

倍がなければ、今の風力発電はいまだに赤字であると。買取りの2倍っていうのはとん

でもない金額になりますので、いまだに赤字である、その当時建設に反対したのは、今

でも間違いなかったなとは思っております。ただ、買取り制度の2倍というものがあっ

たので、こうやって町民さんに毎年5,000万円で風のまちづくり事業をしたりとか、そ

れ以外に環境の関係、教育の関係、町全般にわたっていろいろなことに風力発電の売電

利益が、町全体に回されていったのかなとは思っております。これはもう本当、ＦＩＴ

っていうものがあって初めてなったと。これはもうその当時は当然分かりませんのであ

れですけども、その後やっぱりこのＦＩＴが終了する後に、町長も言われましたけど、

維持管理費等を考えた場合にとても採算性が取れないというのは、どう見ても数字上は

そう出てますので、そのときにどういう制度に変わるかは分かりませんけども、今のと

ころ買取り価格のＦＩＴが終わる令和8年3月には、とても採算性が取れないというのは

分かってますので、譲渡の申出があるなんて全く想定をしておりませんでした。そこで

譲渡の申出が出たときに、町民の利益等を考えれば、十何億円の撤去費がなくなるよっ

ていうことを考えれば、当然町民、周辺住民さんじゃなくて、北栄町全体の利益という

ことで、譲渡も一つの材料っていう考えも、町長の立場も非常に理解ができます、私も

捨て切れない一つの材料かなとは思っておりますので。そして昨日の説明の中で、私は

初めて聞いたんですけども、9基全部を譲渡するわけじゃないよ、9基全部譲渡希望なら

9基全部なんですけども、5基なら5基、3基なら3基、その業者さんが譲渡希望があれ

ば、残りは町が撤去して5基なら5基だけを譲渡するっていう案もありますよということ

をお聞きしましたので、それを考えれば周辺住民さんのあたりの風車だけを撤去して譲

渡するのも一つの考え方かなという思いになりました。ですので、全部もう一切譲渡と

いう考え方を全部捨ててしまって、全部令和8年3月でとめて一切撤去ですよっていう考

えでは最初おりましたけども、そういう考えも一つの考えかなっていうふうにちょっと

考えを変えたところもあります。そしてこのフロー表、いわゆるスケジュール表を見ま

すと、まだ時間的余裕があるものですから、一度、この8,800万円を減額して、修正可

決するのも一つの考えかなとは今思ってはおります。8,800万円のうち解体に係る撤去

の設計費が8,800万円ではなくて、昨日の説明どおり近隣の農家さんへの補償だとか、

ヤード代とか、それ以外のものなので、実際かかる金額は8,800万円ではないんですけ

ども、先ほどの同じ話になりますけども――、あっ、もう一つは8,800万円を認めた場

合にしても、執行部のほうからはそういう予算を執行していくときには必ず事前に議会

のほうに相談をして執行するっていう約束をしっかりしとられますので、8,800万円を

そのまま認めるっていうのも一つの考えですし、8,800万円を減額して修正可決をし

て、また6月なり9月なり、時間的にぎりぎりのところでしっかり出していただくってい

うのも一つかなと思っております。 

  討議としまして、この場での私の考えは、一度削減して修正可決がいいなっていう思

いはありますけども、あとは皆さんの考えをもう少し聞きたいなと思ってますので、よ

ろしくお願いします。 

○津川委員長 

 ありがとうございます。 

  そのほかの皆さんの発言を求めます。ございませんか。 



5 

 

  野田委員。 

○野田委員 

 まず、私の結論から言っておきますと、やっぱり8,800万円、これは取りあえず通し

ておくと。先ほど前田委員が言われたように、通したから勝手に進むということはもう

ないわけですので。といいますのが、今の風車、北栄町という自治体が経営しておりま

す。そのために維持管理等全部委託せないけんわけなんです。ところが2社希望されと

る、譲渡ということですけども、どんなところかは分かりません。例えば、そういった

維持管理が自分のところでできる企業ということも考えられるわけです。そうする場

合、委託せんでも自分のところでできる。あくまでそれと町が経営ですので、官の考え

です、何にしてもとにかく定価で考えます。ただ、民の考え方は定価から何ぼ落とすか

ということなんですわね。ですので、今1基1億何ぼかかる、1億円を過ぎとる、撤去す

るのに。これはあくまで定価の話です。ですので、その辺のことがやはり町の考え方と

して、いやＦＩＴも切れる、耐用年数っていうのはあくまで帳面上のことですので、実

際には民間がとにかく究極に利益に走った風車でないです。定期点検もきっちりし、行

政が経営しとったものですので程度はすごくいいと思います。ですので、耐用年数別に

してかなりもつと思います。ですので、何かやっぱり利益が出るという考え方を持っ

て、その譲渡希望が出とると思います。ただそれが、なら譲渡希望が出とる、条件いろ

いろ、調査もして、じゃあいいですよということが簡単にはならんと思います。やはり

更新のときに、今議員さん替わられたので、替わられた新しい議員さんがおられるんで

すけども、旧議員のときにも要はいろんな理由がありました。例えば低周波によっての

人体に影響、あるいは環境に対して、あるいは私みたいに山陰道に近いのがいけんとい

うような理由と、様々な理由で10人以上の議員が反対して更新をとめました。ただ、今

はまたちょっと違って、先ほど前田委員も言われたように、9基のうち、じゃあ全部を

譲渡してくれと、まだその辺が分からんわけです。例えば3基でもいいよと、先ほど前

田委員も言われたが、確かにそうなんです。そうした場合、あと5基は撤去せないけん

です。ですので、やはり8,800万円は今は認めておいて、譲渡希望者の様子を、まだ行

政側もはっきり分からんわけです。話を聞いて、まだ余裕はあるわけですから、時間的

に、それからの判断でもいいかなと。ですので、取りあえずは撤去に向けての設計予算

というのは通しておくべきだと思います。 

○津川委員長 

 ありがとうございます。 

そのほか。 

  油本委員。 

○油本委員 

 いろいろ言いたいことがあります。3回、ＴＣＣも入ってます、慎重に言葉を選びな

がら、今からしゃべるつもりです。 

  いろいろな意見を拝聴させていただきました。私も昨日、蓑原委員から今日の話が出

ましたので、いろいろ昨日から、けさ早くまた起きて資料を集めました。どこから申し

上げようかと思ったんですが、今、先ほど野田委員から言われました件からまず始めま

す。議会だよりというものを皆様お持ち、皆さん目を通されてる。私も委員長をしまし

た。私が担当する前の第58号っていうのがあります。これが令和2年12月定例会、これ

を特集して、風車、これ否決されたというニュースなんですよね。その中の否決に関し

まして、8人が討論してるんですよ。野田委員の先ほどの、意見を集約していただきま

したが補足しますと、低周波等の人体への影響、健康被害、それと自然形態への影響、

あと北条道路への影響、倒壊や風車破損への危険、ほかに今回とは関係ございませんが

財政面であるとか、そのときの合意形成によって反対がなされておる、そういうことが

ございました。 
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  それと、住民さんから、それこそつい数日前、この譲渡の話が出てはるという話なん

ですが、当時、北条町は住民に対しまして、この風車を設立した場合、関連するすぐ近

くの住民の方に対して、17年使えばもう撤去するという約束で始めた。なのに、いきな

りこの譲渡案を出してくるというのはどういうことだと、ちょっと憤っておられる方も

ございました。ちょっと箇条書的な言い方になってしまうんですが、片や松本前町長が

この撤去を渋々認められまして、退任された後、手嶋町長は一貫して、つい最近まで撤

去撤去と言っておられました。私の質問にもそういうふうにお答えになっておりまし

た。北栄町といたしまして、先ほどの同僚委員の話にもございましたけども、どこに譲

渡するであれ、どの民間業者であれ、それが信頼されるところであれ、有名なところで

あれ、無名なところであれ、最後どういうふうな形になって、ちょっと言い方は適切で

はないかもしれませんが、その委託先の企業が経営が困難になった場合でも、自治体と

して、周辺住民及び建てているところの環境保全に対しての行政としての責任、これは

残るのではないかという意見も確かに出ております。 

  これからはちょっと私の主観になるんですけども、昨日担当課から示されましたチャ

ート、この表ですけども、一見譲渡、これ困難なように見えるんですが、本当は譲渡し

たいという意思がこれ透けて見えるんですよね。しかも、前田委員も言われました、9

基全部ではなく例えば5基でも6基でも、変な話1基でも2基でもいいから譲渡の対象にす

るということもございました。ということは、今、譲渡見込みで積んでおります予定の

12億5,000万円ですか、それの中の例えば5億円でも6億円でも撤去費用が削減できれば

という意思が関係者の間から漏れ聞こえてきたのも、これも事実でございます。9基全

部ではないという話ですが、先ほど来ありました撤去の位置の話ですけども、これちょ

っと私の主観になるんですが、恐らく放水路の西側ですよね。北条放水路の西側は、Ｊ

Ｒ東日本エネルギー開発さん、いわゆるＪＥＤさんっていいますか、そのＪＥＤさんが

プランニングされてる場所です。ですから、恐らく私がこの撤去を今進められている、

水面下で動いているのは、というのをＴＣＣさんの前で言うのもあれですが、恐らくそ

の東側、6号機から9号機、これが該当するんじゃないかと思います。さらに、昨日私が

委員会で質問しました中で、譲渡の条件、これを伺いました。議決が必要な場合は

5,000平方メートル、もしくは譲渡価格700万円を超える額であれば議決が必要であると

いうこともありました。5,000平方メートル、よく皆さんが分かるように言いますと、

田んぼ5反ですわ、この広さ。700万円、例えば建設に当たって700万円、1基建つわけが

ありません。ただ、譲渡に当たりまして700万円、これの根拠は何だと。恐らくこれは

簿価ではないか、帳簿上の価格ではないかということも一応関係者から伺っておりま

す。ですから、この価格、そして面積から考えると、万一の場合、議決を経ないで、こ

れが行ってしまう可能性もあるということもあります。 

  いろんなことを申し上げましたが、結果から言いますと、私はいずれのケースも踏ま

えた上で、今回上げておられます8,800万円含みますこの予算、これは私は通すべきで

あると思います。8,800万円、いつ使うであるにしろ、撤去までの準備期間、クレーン

の確保なりなんなりどんどんどんどん難しくなってきていると思います。それは皆さん

も十分承知の上だと思います。私の中ではある程度譲渡先の企業、浮かんでおります、

正直言いまして。数社のうちのこのうちの2つが今残っている状態だと思います。決し

て信頼できない会社ではないと思いますが、私は、いずれにしましてもこの8,800万円

を含めるこの額は通過させるべき、我々が議決すべきものだと私は認識しております。

以上です。 

○津川委員長 

 引き続き、皆さんの御意見を頂戴します。そのほかございませんか。 

  尾嶋委員。 

○尾嶋委員 
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 自分は、結論から言います、譲渡の、この撤去費用8,800万円、認めるべきだと思い

ます。譲渡先も9基全部多分無理だと思いますので。それで、早いこと風車の撤去のほ

うを進めていただきたいので、この8,800万円は認めるべきだと思っております。以上

です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  阪本委員。 

○阪本委員 

 先ほどの油本委員の意見に賛成なんですが、やっぱり結局、議会が、町営で更新する

というときに否決をしたんですが、その否決をしたときの理由、これが表面に出てない

んですよ。県が審議会でいろいろ議論されて、知事が国に意見書を出しておられるんで

すけども、そういった先ほどあったように、健康被害というものが全くと言っていいほ

ど意見書の中に入ってないじゃないかな。それと同時に、風車の羽根が高速道路のもう

際みたいなところに位置してるんですよね、計画は。それと同時に、今の風車の1.8

倍、体積が5倍、そういう巨大な風車を造るのに、地域住民に説明をしないで進めると

いうことはいかがなものかなという具合に思ってますし、この大きな風車でありますか

ら、蜘ケ家山の高さよりちょっと高いというようなこともあります。そういった事故に

対するリスクというものをもうちょっとみんなが重く受け止めて検討せないけんでない

かという具合に思っておりますが、取りあえず今、8,800万円の予算をどうするかとい

うことについては、やっぱり組んでおかないと撤去できないということがありますか

ら、その予算については賛成です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  斉尾委員。 

○斉尾委員 

 基本的には、私は撤去すべきだろう、私2つの話の流れがあるんじゃないかなってい

うことは申し上げましたけども、この予算については、皆さんがおっしゃるように、撤

去するためにはこの予算は認めておかなければならないというふうに思っております。

それで、一般質問する中で、町長の思いの中には、これはまだまだ明確には言われてま

せんので分かりませんけど、私の感触としては譲渡、10億円使うよりは譲渡したいな

と、もしいい条件であれば譲渡したいなという手応えがありました。ですので、ですの

でっていうのは変ですけど、私自身もこの譲渡先が今、明確になってない中で、譲渡に

反対だとか賛成だとかっていうことは言いにくいんですけども、これが例えば大企業

で、社会的に影響力のある企業さんがこういうことを希望されてて、最後まで責任を持

たれるということであれば、私は譲渡をしてもいいのではないかなと思います。そうい

う社会的な企業さんが約束を破られたらそれこそ信用失墜になりますので、そういう部

分については譲渡もしてもいいだろうと、そういうふうに思います。それが町民のため

であろうと。ただ、先ほど来から言われております健康被害ということについては、そ

の譲渡のときの条件として、その企業のほうにも申入れをするということも条件として

付け加えるべきだろうと、こういうことを思っております。 

  また、風車の耐久性については、寿命というようなことでも私、一般質問で質問させ

てもらいましたけども、いろいろ調べますに、風車を長もちさせるためのシステムも今

は非常に研究されてきているというようなことがあります。また、そういうような研究

機関も今できてきております。ですから、そういうところから社会の流れの中で、そう

いう譲渡ということの希望が出てきたのではないかなというふうに、私はそういうふう

に認識してるんですね。ですので、両方のことを考えながら、譲渡のときには条件をつ

けるということで、まあ、それが私の意見としていただきたいと思います。 
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○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  町田委員。 

○町田委員 

 先ほどから出ておりますように、私も撤去に向けての8,800万円は通すべきだと思い

ます。私も先ほど出ました令和2年の10月に風車の新設に否決をいたしまして、反対討

論もしました。健康被害やその他たくさんのリスクというのが風車にはあります。なの

で、そういうことを考えると、引き続き風車っていうことはあまり考えられないなと私

は思います。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  井川委員。 

○井川委員 

 私もこれ、風車については、当然これは以前議会のほうで否決をされて、これは当然

撤去される分だというふうに思っておりました。ところが、そういう譲渡を希望する業

者があったということで、今検討中ということなんですけども、私の考えからすれば、

結論から言いまして、やはりこれは、この8,800万円、撤去費用というものは、これは

予算を通すべきだろうと。先ほどからありましたけども、やはり町長の考えとしては、

譲渡できるものがあればそれを譲渡して、そうすればこの8,800万円というものが、実

際には1基当たり撤去、今1億円と言われておりますけども、そういうものが浮いてき

て、それがまた町民のほうに還元できるではないかというふうな町長の考えも分かるわ

けではございますけども、こうしてその地元の住民の方、やはりそういう健康被害等に

大変悩んでおられて、こういう撤去というものが決まって喜んでおられる方もあるので

はないかというふうに思っておりますと、そういう住民の方を尊重すべきだろうと、住

民の健康被害というものは十分尊重すべきだろうというふうに思っておりますし、ま

た、こうして古くなってくると、また、今、山陰道、いわゆる令和8年度ですか、全線

開通というときに、またその近くにそういう風車があると、やはりどういう事故ってい

うものが、今まではなかったわけなんですけども、そういう可能性もやはり否定できな

いということを考えると、やはりこれはもう撤去すべきであろうというふうに考えてお

りますので、この費用というものは、私は予算は通すべきだろうというふうに思ってお

ります。以上です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  議員間討議の発言は、同質のテーマにつき3回までとなっております。3回まではでき

ますが、よろしいでしょうか。 

  斉尾委員。 

○斉尾委員 

 3回目ですのでこれで最後にいたします。 

  皆さんの関心は先ほど来から出ております、私も言いました、健康被害ですね。この

部分について、本当にどのぐらいの、全然ないとは言いません。低周波について、例え

ば家庭で使っているものからもそういうものが出ると、電気器具からもですね。そうい

うものを皆さん承知で日常使われておられるっていうことを前提に考えてみると、本当

にその健康被害っていうものがどのぐらいのものになってるのかっていうことが、明確

に私にはなってないと思うんですね。アンケートでは、例えば気持ち悪いとか、体調が

悪いとかっていうアンケートは何件かあったのは私は知っております。ですけど、それ

がどのぐらいの頻度なのか、また、例えば病院に行かないぐらいなのか、できたがゆえ

に寝込んでしまわれたのか、風車が建ったがゆえにそういうふうな体調不良になったの



9 

 

か、それとも風車がなくても日常的にそういうものがあったのかもしれないっていうこ

とを考えると、なかなか判断がしにくいというふうに私は思います。 

  ですので、例えば譲渡するときには、そういうところも含めて譲渡先の企業に、決ま

った場合ですけどもね、こういうことも条件に、ちゃんと調査して対応するということ

も条件に含めれば、私は譲渡でもいいんじゃないかなというふうなことを思っておりま

す。以上です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  油本委員。 

○油本委員 

 2回目行きます。 

  今の斉尾委員の発言、ちょっと私抵抗あるんですが、低周波の問題、これは個体差非

常に大きいんですよ。いわゆる低周波、波の振動の幅ですよね、同じ人間でも、目に来

る人、内臓に来る人、心臓に来る人、耳に来る人、脳に来る、いろいろあるんです。来

る人、来ない人、そういった問題に対して、今の発言というのはちょっと私はあまりう

れしくないことでございます。 

  さらにまた申し上げますと、別件ですけども、別件といいますか関連しますが、北条

道路の完成、ほとんど見えてきておりますよね、令和8年。今のバイパスよりさらに海

側というエリアにつきます、バイパスがね。今度、新しくＪＥＤさんが設計される風車

も、さらに海岸べりにつくわけですよ。ということは、阪本委員が先ほどおっしゃった

ように、道から非常に至近距離につくことになりまして、落雪、落氷の危険も非常にあ

ります。さらに、さきのＦＩＴの否決のときにもありましたように、景観の問題、もち

ろんございます。さらに地価の問題があります。ここから先は私が次の定例会の一般質

問で言おうと思っとったことなんですけども、県央の中心部として発展していきます、

しなければならないこの北栄町におきましてね、町をつくらなければならない、成長し

なければならないこれからの大切な数年間で、この風車というものの存在をそのままに

しておいていいのかどうか、それを考えるべきではないかと思います。道の駅リニュー

アル、そしてふるさと館の移転とかに始まりまして、これから、いわゆるポテンシャル

を秘めるこの北栄町に対して、そういうものの存在がちょっと影響する可能性がなきに

しもあらずではないかと私は思いますので、先ほど申しましたように、この撤去に関し

ましての費用はこれ賛成ということで、私の意見にさせていただきます。以上です。 

○津川委員長 

そのほか。 

  前田委員。 

○前田委員 

 先ほど来、前町長が提出されていた風力発電を否決したという話が出ております。実

は先ほども討議の中でお話しさせていただきましたけども、ＮＥＤＯの補助金を受け

て、さらにＦＩＴの買取り価格の対象になるっていうことはほとんどないんですね、全

国的にはほぼないです。なので、北栄町の風力発電は黒字になっていったと思います。

前回の否決した場合は、理由はいろいろあります。山陰道に近いっていうのもありま

す、環境影響にも悪い、あと、風況調査の結果等もあります。さらに言えば、私もその

ときは否決したんですけども、採算性です。先ほど言いましたとおり、採算性では全く

元は取れない。先ほど言いましたように、ＮＥＤＯの補助金をもらって、ＦＩＴの買取

り価格の両方に乗れるというのは本当になくて、そのときにはもうＮＥＤＯの補助金は

なく、ＦＩＴの買取り価格に何とか間に合わせるために、町民さんの合意も図らず、議

会のほうにも説明も少なく、強引に進められた。あと金額もですし、基数としては9基

から5基とか6基だったとは思うんですけども、さらに今のよりも大きな風力発電を建て
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られるっていうことに対して否決をしたっていうことがありますので、ただ、そういう

事情をちょっと先にお話しさせていただいて、先ほど私も言わせていただきましたけど

も、一度修正して、スケジュール的に問題がないので6月でも、もう少しその業者さん

とかの概要も出てきて、譲渡を希望されるような内容がもっと出てきてから8,800万円

をもう一度出していただいても十分間に合うっていうことで言わせていただきましたけ

ども、同じ話をしたら怒られるかもしれませんけど、町長、課長の答弁で、8,800万円

を可決してもそれを執行するときにはしっかり説明をして議会側の了解を得てから執行

するということを言っておられますので、皆さんの話をお聞きしていますと、どうも

8,800万円をそのまま通すのも一つなのかなと思っております。以上です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

 井川委員。 

○井川委員 

 ちょっと私、先ほどの斉尾委員の低周波の関係、油本委員も言われましたけども、私

は斉尾委員の発言にちょっと違和感を覚えたわけでございます。それについては、油本

委員のほうが言われたとおり、やはりこの低周波の感じ方というものは個々それぞれあ

ると思いますし、また、そういう風車ができてからということで、そういうことでそう

いう違和感を感じられる。そしてまた、それはそこに住んでおる方でないと私は分から

ないことだと。遠く離れとる、町民の方でもいわゆるその風車から離れている方には、

やっぱりその状態っていうのは本当に分からないと思うんですよね。やはり実際にそこ

に住んでおられる方がそういうことを感じる。例えば、町民の方が1人でも感じられる

のであれば、やはりそれは何とかしてあげないけんと私は思うわけで、先ほど斉尾委員

が言われた、ちょっと低周波は自然界どこでもある、そういうアンケートをしたけど

も、何人か感じたのは実際そうかどうか分からんという発言に対しては、私は違和感を

感じたので、ちょっと一言言わせていただきます。以上です。 

○津川委員長 

 大分終了時間が近づいてまいりました。 

  阪本委員、どうぞ。 

○阪本委員 

 3回目でございますが、今、健康被害のことが出ておりますけども、実はこの風車が

建って、合併して、私も、北条側の風車周辺の人の意見がすごい不足の意見なんですよ

ね。何であがなもん建てただいや、農家の方がぶつぶつ言っとるんですよ。大きな風が

吹くと風車の下で仕事ができん、雨が降り出すと落雷の心配があるから早めにしまわな

いけん、これだけ農業者が減って、過疎がどんどん進む中でさらに大きな風車を造っ

て、その周辺の人の気持ちをやっぱり考えてあげないけんと思うんですよ。ＳＤＧｓの

時代だなんて言ったってね、実態が結局こういうことでありますから、譲渡じゃなしに

やっぱりもう思い切って撤去と。それが私は町民のためになると思ってます。よろし

く。 

○津川委員長  

 そのほか。 

  油本委員。 

○油本委員 

 3回目のカード行きます。 

先ほどから風力発電の変遷の話がございます。ちょっと私も補足という意味で言わせ

ていただきます。ＦＩＴ自体、切れるのが令和8年3月、これは皆さん知ってらっしゃる

と思う。それと耐久年数ですが、これ一応17年ということで、令和4年の11月だったと

思います、10月か11月でもう切れていると思います。風車自体の建物を、建造物自体を
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強める技術がある、耐久年数、いわゆる建物の強度を保っていく技術があると言われま

したけども、私の考えでは、そこは確かに潮風が当たるところでございますし、ちょっ

とそれどうかなという気持ちもあります。さらに、私なりに資料をまとめておるのでち

ょっと言いますと、北条風力発電所、総事業費27億4,000万円、これでできておりま

す。そのうち補助金が7.2億円、起債を20.2億円、これでやっておられます。竣工が平

成17年11月、概要が1,500キロワット掛ける9基、本来はこれ2,000キロワットだったら

しいんですが、議会と執行部がいろいろあったことで、結局1,500キロワットが9基とい

うことになったらしいですね。売電価格、当時、本来でしたら22円プラスタックスのと

ころが、北条風力発電は国から補助金を受けていたので、11円プラスタックスだった。

しかし東日本大震災の影響で、2012年から売電価格が20円プラスタックスになり、ＦＩ

Ｔ更新の2020年の年まで至ったということでございますので、それを踏まえた上で皆さ

ん御検討いただきたい。もし資料御入り用でしたら、私用意しておりますのでまた御覧

ください。以上です。 

○津川委員長 

 そのほかございませんか。 

  秋山委員。 

○秋山委員 

 この8,800万円の予算は通したほうがいいと思います。それから、風車だとか風力発

電については、過去リプレースに反対をしたり、今回は譲渡のことが出てるんですけど

も、あわせて、ＪＲ東日本の子会社の建てるものに対する考え方っていうのはこれから

判断していかなきゃいけないんですけども、そのほかに私は、当町が環境だとか、再生

可能エネルギーだとか、脱炭素だとか、気候の非常事態宣言をうたっている当町が、こ

ういうものに対してどういうスタンスで進めていくかっていうことを、もっと町長の考

え方を発信してほしいと思っていますので、そういうことも考えた上で、これからのこ

とは判断すべきだと思っています。 

もう一度言いますと、8,800万円は通すべきだと思います。以上です。 

○津川委員長 

 ありがとうございます。 

  もう少し時間があります。 

  奥田委員。 

○奥田委員 

 私も今回の8,800万円は通すべきかと思っております。それに、その後、私はもうす

ぐ撤去すべきだと思っています。やはりその地域住民の方の声をしっかりと聞くという

ことならば、役場としての対応は、やはり当初の予定どおり撤去に向かう方向で進むべ

きだと思いますし、これは私の考えですけど、もともと自然のエネルギーを、言い方は

ちょっと――、自然のエネルギーを利用することによって自然が破壊されていくってい

うこともしっかり認識を持って、やはりこれからはしっかりとした再生可能エネルギー

についても勉強して進めていくべきだと思ってますので、私はやはり自然を守ることが

一番の大切なことだと思ってますので、撤去の方向で行くべきだと私は思っておりま

す。 

8,800万円は通して、前田委員のほうからもありましたけど、執行部のほうもちゃん

と説明すると言っておられますので、ちゃんと約束を守ってもらって進めていってもら

いたいと思っております。 

○津川委員長 

 全ての委員の皆さんから発言をいただきました。残り時間が3分となりましたので、

そろそろ終了したいと思いますが、最後に、蓑原委員のほうから発言がありましたらお 

受けしますが、いかがでしょうか。 
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  蓑原委員。 

○蓑原委員 

 ありがとうございました。 

  撤去費用は通すっていうところでは皆さんが賛成の方向ですが、その後の対応につい

て、奥田委員が言われましたように、約束という言葉が心に残っています。譲渡条件の

ところで油本委員のほうからいろいろ説明がありましたけれども、議会を要さないで通

過するとか、そのようなことが絶対にないようにしていただきたいと思いますし、町の

譲渡ということが延び延びになって、町に維持管理の負担がかからないような方向で取

り組んでいけたらと思っております。 

○津川委員長 

 そうしますと、以上をもちまして議員間討議を終わります。初めての会でして、進行

の仕方も何かと不備があったかと思いますが、また今後の検証を受けながら、よりよい

議員間討議を進めてまいりたいと思いますので、また皆さんの御協力をよろしくお願い

します。以上で終わります。 

 

３ 付託議案の審査（討論・採決） 

（１）議案第4号 令和6年度北栄町一般会計予算 

○津川委員長 

  それでは引き続きまして、付託議案の審査に入ります。これより各議案に対する討論

と採決を行います。 

  まず初めに、議案第4号、令和6年度北栄町一般会計予算に対する討論を行います。 

  長谷川委員。自席でお願いします。 

○長谷川委員 

 私は議案第4号につきまして、令和6年度北栄町一般会計予算の承認に、次の理由で反

対をします。 

  1つ目は、窓口の業務の民間委託は、偽装請負や個人情報漏えいのおそれがあるとい

うことです。それから2つ目は、マイナンバーカードの普及は、給付金の受け取り口座

約14万件やマイナ保険証7,400件超の誤登録や個人情報の漏えいという重大な問題が起

きていることがあります。それから3つ目に、観光費では青山剛昌ふるさと館の設計委

託料、それから巨大迷路の管理運営費の増大、観光振興事業が優先されて町民生活を支

える施策への影響が懸念されるということがあります。それから4つ目には、保育職員

の非正規雇用が多く雇用待遇に格差があること、それから5つ目に、町営住宅は総戸数

が大幅に縮小されておりまして、公営住宅の供給に十分な責任を果たせていないという

ことがあると考えております。それから6つ目には、学校給食では偽装請負の疑いがあ

る調理の民間委託が行われ、栄養管理職員と調理員との一体的運営が損なわれていると

思っております。7つ目には、貧困と格差が広がる中で物価高騰が子育て家庭の家計を

直撃している中で、健全な食生活の確立のための給食無償化や奨学金の支援など教育の

機会均等を保障するための支援策が不十分であると考えております。それから8つ目

に、耐え難い負担となっている国保税、後期高齢者の医療保険料、それから介護保険

料・利用料、こうしたことの軽減を行って町民の暮らしを守る施策が行われていないと

いうことを理由に申し上げたいと思います。以上です。 

○津川委員長 

 そのほかに討論ありますか。 

 蓑原委員。 

○蓑原委員 

 私も、令和6年度北栄町一般会計当初予算について、反対の立場で討論したいと思い

ます。 
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  令和6年度北栄町の当初予算の編成は4つの重点項目でされたんですけれども、予算は

その住民の福祉の増進のために、住民の生活維持改善、向上させる目的で使用されてい

るものです。北栄町は令和5年9月末、65歳以上の方は5,217人、高齢化率は36.3％にな

ります。人口減少、少子高齢化、医療機関の確保、買物拠点の確保、移動手段の確保、

居場所づくりとか、担い手の確保などの課題があると思いますが、これらの課題解決に

向けて、もっと住民に寄り添った積極的な取組をしていただきたいと思います。子ども

たちにとって確かな学力づくりということがありますが、学力検査という結果のみでな

くって、学力アップのための取組が必要でありますし、不登校、問題行動等への対応も

深刻な問題で、積極的に早期に改善に向けた対応が必要かと思います。そして子育て支

援も、こども園に希望したときに入所できるように保育士確保等の環境整備もすべきだ

と思います。そして防災力強化ですが、備えも重要です。機器とか備品だけでなくっ

て、発災時には全ての住民が誰一人取り残されることなく、命を守れる行動が取れる仕

組み、体制づくりを積極的に取り組むべきだと思います。毎日の生活に欠かせない買物

弱者、交通弱者対策についても、もっと積極的に支援が必要だと思います。 

  言われていますように、資するべきは単なるデジタル化ではなく、住民生活の向上だ

と言っておられます。まさにそのとおりだと思います。この課題解決のために、もっと

町民の暮らしに寄り添って、地域の助け合い活動の推進とか、生活支援サービスの担い

手育成や地域の集いの場づくり、人と人とのつながりを育むまちづくり、健康で安心・

安全な暮らしができるようなまちづくり、共生社会の実現に向けて、もっと積極的な予

算でお願いしたいと思います。 

○津川委員長 

 そのほか討論はありますか。 

  井川委員。 

○井川委員 

 私は、この当初予算に賛成の立場で討論をさせていただきます。 

  令和6年度は昨年に比べて5億4,600万円の増額予算として組んでおられます。特に歳

出につきましても、本年元旦に発生しました令和6年能登半島地震を踏まえまして、い

わゆる防災力強化ということで、そういう自宅にいなくても聞けるという防災アプリと

いうものの導入というものを検討されておりますし、また、こうして北栄町におきまし

ても、独り暮らしの高齢者世帯が増加しております。その中において、そういうことか

ら高齢者の見守り体制ということでＩＣＴの機器を利用した支援事業等、ＤＸ等を利用

した事業も取り組んでおられます。また、今、物価高騰しておる中、北栄町を担う未来

の子どもたちの健やかな健康、成長ということで、学校給食におきましても物価高騰分

については、いわゆる保護者の方が負担をするのではなく、町としてそういう負担をす

るというようなことで予算を計上しておられますことを想定し、また、特に今年度の大

きな事業といたしまして、大栄小学校の大規模改造工事等もやるということをやってお

られますので、私はこういうことを、こういう観点から本年度予算には賛成をいたしま

す。以上です。 

○津川委員長 

 そのほか討論はありませんか。 

  討論を終わります。 

  本案は起立により採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者11人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 
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（２）議案第5号 令和6年度北栄町国民健康保険事業特別会計予算 

○津川委員長 

次に、議案第5号、令和6年度北栄町国民健康保険事業特別会計予算に対する討論を行

います。 

  長谷川委員。 

○長谷川委員 

 議案第5号、令和6年度北栄町国民健康保険事業特別会計予算の承認につきましては反

対し、理由を申し上げます。 

  国民健康保険の加入者は、低所得者、年金暮らしの高齢者の占める割合が非常に多

く、医療を切実に必要としています。しかし保険税自己負担が高く、暮らしを圧迫して

います。そういう中で、国保税の資産割を廃止して3方式とする改正が実行されました

が、均等割、平等割の増額が資産を持たない世帯への負担増となっていることがありま

す。根本的解決には、国の負担割合を大幅に引き上げることが必要ですが、町独自の減

免制度を設けるなどして国保税を軽減し、安心して医療が受けられるようにすることが

求められています。しかし、そうした施策が不十分であることを理由にさせていただき

ます。以上です。 

○津川委員長 

 そのほか討論ありませんか。 

  井川委員。 

○井川委員 

 私は、この令和6年度北栄町国民健康保険事業特別会計予算につきまして、賛成の立

場で討論させていただきます。 

  この予算におきましては、適正な予算組みがしてあるというふうに思っておりますの

で賛成をいたします。以上です。 

○津川委員長 

 そのほか討論はありませんか。 

  討論を終わります。 

  本案は起立により採決します。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者12人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 

  次に進みますが、本委員会では、申合せによりまして、議長はこの委員会の委員では

ありますが採決には加わらないということになっておりますので、ここで発言をさせて

いただきます。 

 

（３）議案第6号 令和6年度北栄町介護保険事業特別会計予算 

○津川委員長 

引き続き、議案第6号、令和6年度北栄町介護保険事業特別会計予算に対する討論を行

います。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 

 議案第6号、令和6年度北栄町介護保険事業特別会計予算の承認につきましては、次の

理由により反対をいたします。 

  介護保険制度が始まって以来、施設入居者の食費、居住費の自己負担化、原則1割の

利用料負担の一部、2、3割への引上げ、要支援の人を軽度者として介護保険給付から外

し自治体が運営する総合事業に移すなど、利用者への負担増と利用抑制をもたらす改悪
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がこれまで続けられております。こうしたサービス取上げの中止と利用料・保険料の減

免を行うことなど、必要な介護が保障される制度にすることを求める立場から、本案に

反対をするものであります。以上です。 

○津川委員長  

 ほかに討論はありますか。 

  井川委員。 

○井川委員 

 私は、議案第6号、令和6年度北栄町介護保険事業特別会計予算につきましては、先ほ

ど申しました国民健康保険事業特別会計と同様の理由により賛成をいたします。以上で

す。 

○津川委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

 討論を終わります。 

  本案は起立により採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者12人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 

 

（４）議案第7号 令和6年度北栄町農業集落排水事業特別会計予算 

○津川委員長 

  議案第7号、令和6年度北栄町農業集落排水事業特別会計予算に対する討論を行いま

す。 

  討論はございませんか。 

  長谷川委員。 

○長谷川委員 

 議案第7号、令和6年度北栄町農業集落排水事業特別会計予算につきましては、使用料

の引上げが繰り返され、県内他市町村に比べ非常に高くなっております。年金暮らしな

ど所得の低い人にとって耐え難い負担となっていることに加えて、さきのコロナ禍、そ

れから物価高騰などで苦しい町民の暮らしを守るために、使用料の引下げを求める立場

から反対をいたします。以上です。 

○津川委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

  討論を終わります。 

  本案は起立により採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者12人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 

 

（５）議案第8号 令和6年度北栄町栄財産区特別会計予算 

○津川委員長 

  議案第8号、令和6年度北栄町栄財産区特別会計予算に対する討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（６）議案第9号 令和6年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算 

○津川委員長 

  議案第9号、令和6年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計予算に対する討論を行いま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（７）議案第10号 令和6年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計予算 

○津川委員長 

  議案第10号、令和6年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計予算に対する討論を行い

ます。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 

 私は、議案第10号、令和6年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして

は、窓口負担が重くて受診控えが起こり、病気が重篤になって手後れになるという、そ

うした事例が続出し社会問題となってまいりました。保険料軽減特例の廃止や低所得者

に対する保険料の軽減措置を縮小するなど、高齢者への医療差別ともいうべき際限のな

い負担の押しつけが行われており、国費投入による制度改革を求める立場から反対をす

るものであります。以上です。 

○津川委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論を終わります。 

  本案は起立により採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者12人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 

 

（８）議案第11号 令和6年度北栄町水道事業会計予算 

○津川委員長 

  議案第11号、令和6年度北栄町水道事業会計予算に対する討論を行います。ございま

せんか。 

  討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 
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〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議ありということでありますので、本案は起立により採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕（賛成者12人） 

○津川委員長 

 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 

 

（９）議案第12号 令和6年度北栄町下水道事業会計予算 

○津川委員長 

  議案第12号、令和6年度北栄町下水道事業会計予算に対する討論を行います。 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（10）議案第13号 令和6年度北栄町風力発電事業会計予算 

○津川委員長 

  議案第13号、令和6年度北栄町風力発電事業会計予算に対する討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（11）議案第14号 令和5年度北栄町一般会計補正予算(第13号) 

○津川委員長 

  議案第14号、令和5年度北栄町一般会計補正予算（第13号）に対する討論を行いま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（12）議案第15号 令和5年度北栄町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号) 

○津川委員長 

  議案第15号、令和5年度北栄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第5号）に対する

討論を行います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（13）議案第16号 令和5年度北栄町栄財産区特別会計補正予算(第1号) 

○津川委員長 

  議案第16号、令和5年度北栄町栄財産区特別会計補正予算（第1号）に対する討論を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

 

（14）議案第17号 令和5年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) 

○津川委員長 

  議案第17号、令和5年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第3号）に対す

る討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 討論がありませんので、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものとして決定し

ました。 

  以上で、付託された14議案の審査は全て終了しました。 

  本日の審査結果の報告、委員会報告についてはどのようにまとめさせていただきまし

ょうか。皆様の御意見を頂戴します。委員長一任で、後日、作成したものを委員の皆様

に確認していただくということの方法でよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 では、そのようにさせていただきます。 

 

４ 協議事項 

（１）閉会中の継続調査申出について 

○津川委員長 

 そうしますと次に、日程第4、協議事項に入ります。閉会中の継続調査申出について

お諮りします。 
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  お手元に配付していますとおり、案を裏面に載せております。閉会中の継続調査申出

書(所管事務)というものであります。このような書式で、内容で、提出してもよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○津川委員長 

 では、そのように取り計らいます。  

 

５ その他 

○津川委員長 

  5番のその他、委員長のほうでは用意しておりませんが、皆さんのほうで何かありま

したら。（「ありません」と呼ぶ者あり） 

 

６ 閉会  （10：23） 

○津川委員長 

そうしますと、以上をもちまして予算決算常任委員会を閉会します。ありがとうござ

いました。 

 
                          ※この会議録は要点筆記である。 


